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令和４年11月１日（火曜日）

午前10時25分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 令和４年宮崎県一般会計補正予

算（第５号）

○その他報告事項

・令和４年台風第14号による森林・林業関係被

害と対応について

・林地及び林道災害原因究明調査検討委員会の

設置について

・ ひなたゼロカーボン２０５０推進月間」につ「
ニーゼロゴーゼロ

いて

・ＪＬＰＧＡツアーチャンピオンシップリコー

カップ建築物等への宮崎県産木材利用促進協

定について

・令和４年台風第14号による農水産業関係被害

と対応について

・漁業調査船みやざき丸の新船の竣工について

・第12回全国和牛能力共進会（鹿児島大会）の

結果報告

出席委員（７人）

委 員 長 武 田 浩 一

副 委 員 長 坂 本 康 郎

委 員 原 正 三

委 員 濵 砂 守

委 員 山 下 博 三

委 員 右 松 隆 央

委 員 満 行 潤 一

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

環境森林部

環 境 森 林 部 長 河 野 譲 二

環境森林部次長
長 倉 佐知子

（ 総 括 ）

環境森林部次長
橘 木 秀 利

（ 技 術 担 当 ）

環 境 森 林 課 長 田 代 暢 明

環 境 管 理 課 長 三 角 敏 明

循環社会推進課長 今 村 俊 久

自 然 環 境 課 長 池 田 孝 行

森 林 経 営 課 長 上 野 清 文

森林管理推進室長 右 田 憲史郎

山村･木材振興課長 松 井 健太郎

み や ざ き ス ギ
二 見 茂

活 用 推 進 室 長

工 事 検 査 監 若 杉 太

農政水産部

農 政 水 産 部 長 久 保 昌 広

農政水産部次長
山 下 弘

（ 総 括 ）

農政水産部次長
菓子野 利 浩

（ 農 政 担 当 ）

農政水産部次長
鈴 木 信 一

（ 水 産 担 当 ）

畜産新生推進局長 三 浦 博 幸

農 政 企 画 課 長 小 林 貴 史

中山間農業振興室長 原 田 大 志

農業流通ブランド課長 松 田 義 信

農業普及技術課長 川 上 求

農業担い手対策課長 馬 場 勝

農 産 園 芸 課 長 海 野 俊 彦

農 村 計 画 課 長 戸 髙 久 吉

城ヶ﨑 浩 一畑かん営農推進室長

農 村 整 備 課 長 鳥 浦 茂

水 産 政 策 課 長 大 村 英 二

漁 業 管 理 課 長 赤 嶺 そのみ

漁港漁場整備室長 否 笠 友 紀

畜 産 振 興 課 長 林 田 宏 昭

令和４年11月１日(火)
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家畜防疫対策課長 丸 本 信 之

工 事 検 査 監 日 髙 誠

総合農業試験場長 東 洋一郎

県立農業大学校長 戸 髙 朗

水 産 試 験 場 長 西 府 稔 也

畜 産 試 験 場 長 河 野 明 彦

事務局職員出席者

議 事 課 主 幹 藤 村 正

政策調査課主査 西 尾 明

ただいまから環境農林水産常任○武田委員長

委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会の日程についてでありま

す。

お手元に配付いたしました日程案のとおりで

御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○武田委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時25分休憩

午前10時27分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

それでは、本委員会に付託されました議案等

、 。について 環境森林部長の概要説明を求めます

。○河野環境森林部長 環境森林部でございます

どうぞよろしくお願いいたします。座って説明

させていただきます。

本日配付させていただきました環境農林水産

常任委員会資料の表紙を御覧いただきたいと思

います。

本日の説明事項は、予算議案が１件、その他

報告事項が、本日追加させていただきました３

件を含めて４件であります。

まず、Ⅰの予算議案は、議案第１号「令和４

年度宮崎県一般会計補正予算（第５号 」につい）

てであります。

次に、Ⅱのその他報告事項としまして、令和

４年台風第14号による森林・林業関係被害と対

応についてなど４項目を御報告いたします。

それでは、３ページをお開きください。

令和４年度環境森林部歳出予算（課別）につ

いてであります。

この表は、議案第１号に関する歳出予算を課

別に集計したものであります。

今回の補正予算については 令和４年台風第14、

号による災害に対応するための経費をお願いす

るものであり、一般会計の補正のみで、補正額

は令和４年度のＢ列の中ほどになりますが、自

然環境課で20億662万8,000円の増額、山村・木

材振興課で1,800万円の増額をお願いしておりま

す。

なお、自然環境課の補正予算は、林地被害に

ついて緊急治山事業や治山施設の災害復旧等を

、行うために増額をお願いするものでありますが

林道の被害につきましては、当初予算で対応す

、 、 。ることとしており 今回 補正はございません

補正額の合計は、一般会計の小計欄の網かけ

部分でありますが、Ｂ列にありますとおり、20

億2,462万8,000円の増額となり、補正後の一般

会計予算額は その右側のＣ列でありますが 225、 、

億4,653万3,000円となります。

この結果、補正後の環境森林部全体の予算額

は、一般会計と特別会計を合わせまして、補正

後の額Ｃ列の一番下、合計欄にありますとお

り、238億444万4,000円となります。

私からの説明は以上であります。

各事項の詳細につきましては、各担当課・室
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長から説明を申し上げますので、よろしくお願

いいたします。

次に、議案についての説明を求○武田委員長

めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

自然環境課の補正予算に○池田自然環境課長

ついて御説明いたします。

。歳出予算説明資料の43ページを御覧ください

自然環境課の補正額は、左から２列目の補正

額欄にありますように、一般会計で20億662

万8,000円の増額をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３列目

にありますように、58億533万1,000円となりま

す。

45ページを御覧ください。

上から５段目の 事項 緊急治山事業費で 17（ ） 、

億6,758万8,000円の増額であります。

これは、９月の台風第14号により被災した西

諸県郡高原町亀野地区ほか18か所について復旧

整備を行うものであります。

次に 中段の 事項 県単治山事業費で 8,050、 （ ） 、

万円の増額であります。

これは、説明欄にありますとおり、国庫補助

事業の対象とならない被災箇所について復旧整

備を行うもので、東臼杵郡美郷町北又江の原地

区の残土処理場の復旧等を行うものです。

最後に、下段の（事項）治山施設災害復旧費

で、１億5,854万円の増額であります。

これは、次の46ページにありますように、美

郷町北又江の原地区ほか４か所について、被災

した治山施設を復旧し、再度の災害防止を図る

ものです。

山村・木材振興課○松井山村・木材振興課長

の補正予算について御説明いたします。

。歳出予算説明資料の47ページを御覧ください

当課の補正予算につきましては、左から２列

目の補正額にありますとおり、一般会計で1,800

万円の増額補正をお願いしております。

この結果、当課の補正後の予算額は、右から

３列目にありますように、一般会計で43億4,551

万6,000円、特別会計を合わせまして52億4,838

万4,000円となります。

49ページを御覧ください。

上から５行目の（事項）しいたけ等特用林産

物振興対策事業費の説明欄１、新規事業、特用

林産施設等被害対策緊急支援事業の事業内容に

つきましては、別冊の常任委員会資料にて御説

明いたします。

常任委員会資料の４ページを御覧ください。

１の事業の目的・背景にありますように、台

風第14号により被災した特用林産施設等の再整

備に要する経費を緊急に支援することにより、

早期の生産再開を図るものです。

対象は、生産施設、加工・貯蔵施設装置、作

業道整備、ほだ場造成、生産資材などとなりま

す。

右の５ページの現状と課題を御覧ください。

県北地域を中心に特用林産施設等への被害が

発生している中、シイタケ等の特用林産物の生

産におきましては、小規模で零細な生産者が多

く、被災後の再整備費用の負担により生産意欲

が減退し、経営の継続が困難とならないよう支

援が必要と考えます。

、 、そこで 事業内容及び効果にありますとおり

本事業は林業者で組織する団体等に対し、被災

した特用林産施設等の再整備に要する経費を支

援する市町村への補助としております。

このことにより、特用林産物の生産量の回復

が図られ、生産者の生産意欲が向上し、経営の
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継続が可能になると考えております。

２の事業概要ですが （１）予算額は1,800万、

円であります。

（２）財源は全額国庫を活用しております。

（３）事業期間は令和４年度の単年度であり

ます。

なお、右側の５ページの右上には、この事業

がＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の「２飢餓

をゼロに 「８働きがいも経済成長も 「11住」、 」、

み続けられるまちづくりを」という３つの目標

に資するものと考えて記載しております。

執行部の説明が終了しました。○武田委員長

議案について質疑はありませんか。

資料の４ページですが、これは県○ 原委員

内全域を組織する団体ということですか。

、○松井山村・木材振興課長 県内全域ではなく

各地域の林業者でございますとか、農業協同組

合のシイタケ部会でございますとか、そういう

個別の、地域固有の団体が組織されていればい

いということでございます。

県内で組織されている団体という○ 原委員

ことで、県北とか、県央とか特定しているわけ

ではないということですね。

さようでございま○松井山村・木材振興課長

す。

、 、○ 原委員 今 ＪＡの話が出ましたけれども

資料にある林業者の組織する団体等というのは

どのような者か、分かりやすく具体的に示して

ください。

ＪＡ等の部会のほ○松井山村・木材振興課長

か、そういった組織があらかじめない地域等も

ございますし、そういう組織に所属されてない

方もおりますので、生産者が複数戸以上いる団

体、具体的には大体５戸とかといった要件を国

庫補助ではつけることが多いんですけれども、

そういった団体に対して支援がなされるという

仕組みを想定しております。

県が市町村に補助して、市町村は○ 原委員

これにまた独自の補助を上乗せするとか、その

。あたりはどういう仕組みになっているんですか

県が国費を財源に○松井山村・木材振興課長

２分の１を補助して、市町村が上乗せで補助す

ることはできますけれども、その上乗せの割合

については市町村により考え方が異なりますの

で、そこは市町村の考えに従うということにな

ろうかと思います。

分かりました。○ 原委員

説明では、県北を中心に被害が発○山下委員

生しているということで、予算額は1,800万円で

すが、被害農家は何か所ぐらいあるんですか。

10月26日時点で判○松井山村・木材振興課長

明しております特用林産の被害は、県内26市町

村のうち12市町村73か所、被害額にして7,700万

円となっております。

12市町村で73か所ということです○山下委員

ね。今、 原委員からも話がありましたけれど

も、国の予算を活用して、県が２分の１を補助

するということですが、例えば、１か所で100万

円の被害があったときに、どれぐらいの受益者

負担が出てくるんですか。

それは市町村がど○松井山村・木材振興課長

の程度上乗せされるかによりますけれども、最

大で２分の１になるかと思います。

少し分からないんですが、例え○山下委員

ば100万円だったら、県が２分の１の50万円を出

すわけでしょう。そして、市町村もそれに対し

て補助の上乗せが出てくるんでしょう。それ

で、100万円の被害を受けたときに平均どれぐら

い受益者負担が出てくるのかということを、想

定でもいいですから、教えてください。
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例えば100万円の被○松井山村・木材振興課長

害が施設生産施設に生じまして、その２分の１

を今回の事業で支援すると。さらにそこに、例

、えば10分の２の市町村の上乗せがあった場合は

受益者は10分の３の負担が生じるということに

なります。

受益者が30万円を負担するという○山下委員

ことでよろしいですよね。分かりました。

それで、シイタケの原木というのは、３年ぐ

らい使えるかと思うんですが、その被害の度合

いが、種を打ち込んでまだ今からというときの

被害と、収穫間近のものとでは、全然収量の見

通しが違うと思うんです。その辺も吟味という

か、被害調査するときに評価されるんですか。

どの程度使用した○松井山村・木材振興課長

種駒かというのは、なかなか把握するのが難し

いと思いますので、失われた資材だとか施設を

。原形に復旧するということを想定しております

したがいまして、原木が何年目であるかという

ところまでの区別をつけることは想定しており

ません。

分かりました。○山下委員

自然環境課になりますが、台風災○右松委員

害のあった美郷町北又江の原については、後ほ

ど報告事項で説明があるんでしょうか。

盛土の対策検討委員会で○池田自然環境課長

御報告いたします。

分かりました。○右松委員

歳出予算説明資料の45ページについて、説明

が少しありましたが、国庫補助の対象にならな

い小規模な災害復旧ということですけれども、

国庫補助の対象になる、ならないの基準あたり

をもう少し教えてもらっていいですか。

、○池田自然環境課長 採択要件がございまして

例えば災害によって追加の被害を被る、例えば

病院や学校、市町村道、県道、高速道、それか

ら林道も500ヘクタール以上の利用区域を持つと

ころ、それから人家が10戸以上というような要

件がございまして、それからもう一つ、事業費

が600万円を超えないものは該当しないことにな

ります。

このような要件を満たさないものについて、

県の単独事業で復旧を図っていくということで

ございます。

歳出予算額が8,050万円ということ○右松委員

ですが、今回の補正に関しては、復旧に係る経

費も含めて、この金額でいいということでよろ

しいでしょうか。

現在のところは、この金○池田自然環境課長

額でカバーできると考えておりますが、今後、

被害が拡大しましたら、都度検討していく必要

があると思います。

分かりました。あとは報告を聞い○右松委員

てから伺います。

関連ですが、今は環境森林部の審○山下委員

査ですけれども、今回の台風第14号では、至る

ところで農政水産部関係の災害とか、土木関係

の災害とかがかなりあったんです。１か所50万

円という基準が災害査定にかけるのに出てくる

もんですから、かかるか、かからないかという

瀬戸際、この判断が非常に難しいだろうと思う

んです。

もし、国の災害査定にかからず、県単でやろ

うとする場合は、受益者負担がかなり出てくる

ような気がするんです。その場合に、皆さん方

が査定の基準というのに非常に苦慮されている

だろうと思うんですが、例えば山地災害の中で

も、１か所で20万円かかり、その近くで30万円

ぐらいかかったときに、例えば複数の箇所が近

くにあるときは、３か所、２か所を一緒に災害
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関連として見れるんですか。１か所ごとの査定

基準というのが決まっているのか、そのあたり

を教えてください。

県単独事業に関しまして○池田自然環境課長

は、金額的な要件というのは特に設けておりま

せんけれども、ある程度人家等に被害を及ぼす

おそれがあるところで、緊急に復旧を図らない

といけないところとなります。

ですので、市町村から要望が上がってきた箇

所について、県単の事業を使っていくことにな

るかと思います。

委員がおっしゃいましたような、１か所の概

念というか、考え方につきましては、関連性の

有無など、現地によってその都度判断していく

必要があると思っております。当然、関連性が

あれば、１か所として見るべきでしょうし、そ

のあたりは現地の状況によって判断をしていく

ことになろうかと思います。

今日の本会議の提案理由説明の中○山下委員

で、知事から激甚災害の指定を受けたという報

告がありました。そのことで災害査定の枠が広

がったと思うんですが、やっぱり災害のあった

地域の市町村は、災害査定にかかるかかからな

いかという瀬戸際、現場ではこれを一番心配す

るんです。

１か所の被災額が50万円、それから、どれぐ

らい距離が離れているか、農政関係だったら100

メートルか200メートルぐらいだったら、離れて

いても土手の崩壊とかいろんなところをまとめ

て１か所の災害として見れますという話を以前

聞いたんです。今回の林地災害の場合には、そ

の辺の基準がどうなっているのか、もう少し明

確に教えてください。

箇所の距離の要件という○池田自然環境課長

のは、特に定めてございません。ですので、先

ほど申し上げましたように、現地の状況に応じ

て、できるだけ採択要件に該当するように判断

していきたいとは思っております。

先ほど御質問のあった受益者負担は、この事

業では発生しません。

、治山事業というのは箇所ごとになりますので

１か所として見ることができるかどうかという

のは、やはり現場の条件によって判断すること

になろうかと思います。

分かりました。○山下委員

ほかに質疑はございませんか。○武田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、次に、その○武田委員長

他報告事項の説明を求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

常任会資料の６ページを○田代環境森林課長

御覧ください。

Ⅱ、その他報告事項の令和４年台風第14号に

よる森林・林業関係被害と対応について御報告

します。

まず、１の被害状況についてであります。

10月26日時点の森林・林業関係の被害は総数

で被害箇所が659か所、被害額が107億8,600万円

となっており、県内各地で被害が確認されてお

ります。

被害の内訳としましては、まず（１）の林道

被害についてでありますが、16市町村、179路

線、459か所で、のり面崩壊や路肩崩壊等の被害

が発生しており、被害額は36億2,800万円となっ

ております。

このうち、右側の写真にあります、椎葉村の

十根川・三方界線では、林道の上部と下部にあ

る残土処理場２か所を含む林道施設の一部が崩

壊し、土砂の流出が発生しております。

令和４年11月１日(火)
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次に （２）の林地被害については、19市町、

村、98か所で山腹崩壊や土砂流出等の被害が発

生しており、被害額は69億3,100万円となってお

ります。

このうち、左側の写真にあります美郷町の北

、 、又江の原地区では 残土処理場の一部が崩壊し

下流の治山ダムを押し流した後、土砂が水田ま

で流出する被害が発生しております。

次に （３）の森林被害については、14市町、

村、21か所で、立木の折損・倒伏等の被害が発

生しており、被害額は1,000万円となっておりま

す。

次に （４）の自然公園被害については、写真、

にあります西臼杵郡高千穂町の九州自然歩道高

千穂コースなど、３町、３か所で、倒木、歩道

の崩壊等の被害が発生しており、被害額は１

億100万円となっております。

７ページを御覧ください。

次に （５）の木材加工・流通施設被害につい、

ては、５か所の製材工場などで、資材保管庫の

屋根損壊等の被害が発生しており、被害額

は3,800万円となっております。

最後に （６）の特用林産物生産施設被害につ、

いては、73か所で、ほだ場の損壊等の被害が発

生しており、被害額は7,700万円となっておりま

す。

続きまして、２の主な対応状況等についてで

あります。

まず （１）の災害箇所の早期復旧に向けた対、

応等についてであります。

①の林道被害につきましては、林道を管理す

る市町村におきまして、速やかに災害復旧がで

きるよう、工法検討などの技術的支援や人的支

援を行うこととしており、既に要請のあった町

村には、技術職員の派遣を行っているところで

あります。

②の林地被害については、速やかに調査測量

、 、設計業務を実施し 国や関係市町村と連携して

迅速な応急対策と早期復旧を図ることとしてお

ります。

③の森林被害については、国庫補助事業によ

り、被害木等の伐採・搬出と速やかな再造林を

推進し、早期復旧を図ることとしております。

④の自然公園被害については、九州自然歩道

の手すりや路盤が流出するなど、被害が甚大な

箇所を優先して早期復旧を図ることとしており

ます。

⑤の木材加工・流通施設被害については、各

施設の損害保険適用等により復旧予定となって

おります。

⑥の特用林産物生産施設被害については、今

回の補正予算でもお願いしておりますが、国庫

補助事業や県単独事業等により、再整備に要す

る経費を支援することとしております。

、（ ） 。次に ２ の国への要望についてであります

①の農林水産省に対しましては、林地崩壊や

林道施設災害等の早期復旧を図るための予算確

保と重点配分について、９月30日に知事から農

林水産大臣に対して要望を行ったところであり

ます。

また、②の環境省に対しましても、九州自然

歩道の被害について、予算確保と本県への追加

配分について要望を行ったところであります。

最後になりますが、災害箇所の早期復旧に向

けて国や市町村関係団体とも連携し、しっかり

対応してまいりたいと考えております。

常任委員会資料の８ペー○池田自然環境課長

ジを御覧ください。

林地及び林道災害原因究明調査検討委員会の

設置について御説明いたします。

令和４年11月１日(火)
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まず、１の設置の目的にありますように、こ

の委員会は、このたびの台風第14号による既設

残土処理場の崩壊や土石流の発生について、専

門家による原因究明・分析を行い、災害復旧事

業の設計・施工に反映させるとともに、今後の

類似災害の発生防止に資するため設置するもの

であります。

次に、２の調査箇所でありますが、１つ目の

ポツにありますように、東臼杵郡椎葉村大字不

土野の小原地区の林道十根川・三方界線の残土

処理場と、２つ目のポツにありますように、東

臼杵郡美郷町南郷神門の北又江の原地区の復旧

治山事業の残土処理場の２か所となります。

なお、右側の上の写真の注釈部分ですが、十

根川・三方界線の林道上部の残土処理場の施工

、 、年度について 平成12年度としておりましたが

再確認の結果、平成20、21年度の施工もありま

したので、付け加えております。

３の業務内容につきましては、被災原因の特

定、残土処理場に関する設計への助言などの業

務を実施します。

４の委員につきましては、林野庁などの御意

見を伺いながら選考し、砂防学を専門とする宮

崎大学農学部の清水収教授、砂防・森林水文学

、を専門とする鹿児島大学農学部の地頭薗隆教授

地盤工学を専門とする宮崎大学工学教育研究部

の末次大輔教授の３名にお願いしているところ

であります。

５の今後の予定としましては、現在、委員へ

の承諾手続を進めているところであり、準備が

整い次第、11月上旬に委員会を設置、11月中旬

には第１回の現地調査を実施するとともに委員

会を開催し、これ以降必要に応じて現地調査の

実施や委員会の開催を行うことになりますが、

令和５年３月末までには検討結果を取りまとめ

。ていただくようお願いしたいと考えております

常任委員会資料の９ペー○田代環境森林課長

ジを御覧ください。

ひなたゼロカーボン2050推進月間について御

説明します。

一番上の四角囲みにありますとおり、近年記

、 、録的な気温の上昇や大雨 大規模な干ばつなど

地球温暖化に起因する異常気象や自然災害が世

界各地で頻発し、生活や自然環境に様々な影響

を与えています。

この気候危機とも言われる状況を回避するた

め、本県は令和３年３月に2050年温室効果ガス

排出量実質ゼロ、いわゆるゼロカーボンを目指

すことを表明しました。

ゼロカーボンの実現には県民の皆様の協力が

不可欠であるため、11月を「ひなたゼロカーボ

ン２０５０推進月間」とし、様々な情報発信を

行うことで、日常生活での温室効果ガス排出量

の少ないライフスタイルへの転換を図るもので

あります。

次に、１、令和４年度における推進月間の内

容についてであります。

（１）にありますとおり、ゼロカーボンに関

する情報を発信する特設ウェブサイトを本日か

ら公開しております。

次に （２）テレビを活用したＰＲについてで、

ありますが、①ゼロカーボンに関する特別番組

の放送、②情報番組での紹介、③、①及び②の

番組放送に関連したテレビＣＭの放送を実施い

たします。

次に （３）にありますとおり、県民を対象に、

ゼロカーボンにつながるエコ活動などの内容と

その写真や、宮崎の守りたい風景を投稿してい

ただくインスタグラムキャンペーンを実施いた

します。

令和４年11月１日(火)
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次に （４）にありますとおり、ゼロカーボン、

について知っていただくためのポスター・リー

フレットを作成・配布いたします。

次に （５）にありますとおり、ユーチューブ、

などＳＮＳを活用した広告を実施いたします。

10ページを御覧ください。

、（ ） 、次に ６ ロゴマークについてでありますが

官民一体となりゼロカーボン社会づくりに向け

た気運を高めるためのシンボルとして、県民や

事業者の皆様に幅広く利用していただくロゴマ

ークを作成しました。

資料の中ほど、①ロゴマークの意味のところ

にありますとおり、丸の形はゼロを、オレンジ

、 、 、は太陽 緑は森林 青は海をイメージしており

本県の豊かな自然環境を生かしたゼロカーボン

社会づくりを目指すことを象徴しております。

また、②ロゴマークの活用のところにありま

すとおり、シンボルマークやロゴを単体で使用

することも可能としており、例えば企業の取組

のＰＲなどに活用していただくことにより、ゼ

ロカーボン社会づくりに向けた気運醸成を図り

たいと考えております。

最後になりますが、11月の推進月間は今年度

からスタートするものですが、2050年ゼロカー

ボンの実現に向けて県民や事業者の皆様の取組

が不可欠ですので、来年度以降も11月の推進月

間の実施も含めて、引き続きゼロカーボンの普

及啓発、ＰＲに努めてまいりたいと考えており

ます。

ＪＬＰＧＡ○二見みやざきスギ活用推進室長

ツアーチャンピオンシップリコーカップ建築物

等への宮崎県産木材利用促進協定について説明

いたします。

常任委員会資料の11ページを御覧ください。

昨日、県庁講堂におきまして、リコーカップ

を開催する一般社団法人日本女子プロゴルフ協

会及び株式会社リコー、宮崎ゴルフ株式会社、

耳川広域森林組合、県の５者が建築物等への県

産木材の積極的な活用によるカーボンニュート

ラルの実現や、ＳＤＧｓへの貢献などに取り組

む協定を締結しました。

本協定は、１にありますとおり、法に基づく

建築物木材利用促進協定制度により、本県が締

結する第１号の協定であります。

２の（４）にありますとおり、協定の主な内

容は、観戦スタンド等への県産木材の積極的な

活用や、ゴルフ関連施設等における木造化・木

質化の推進、伐採跡地への植林、取組の情報発

信などに、協定締結者が連携して取り組むとい

うものです。

中でも、３にありますとおり、まずは11月24

日から開催されるリコーカップにおいて、下の

イメージ図のような１番ホールと18番ホール等

への県産木材約120立方メートルを活用した観戦

、スタンドの設置等によるアピールを契機として

各種の取組を進めていくこととしております。

今回の取組を契機に、建築物木材利用促進協

定制度のさらなる周知や働きかけを行うなど、

次なる協定の締結に基づく木材利用の促進に向

けて取組を進めてまいります。

執行部の説明が終わりました。○武田委員長

質疑はありませんか。

今回の台風第14号については、発○右松委員

災直後も含めて、市町村との連携にも大変御尽

力されておられることに深く敬意を表する次第

であります。

、状況を教えてもらいたいと思いますけれども

まず、原因究明を行う調査検討委員会を設置さ

れたということですが、このような大学教授、

外部専門家で構成された委員会の設置というの

令和４年11月１日(火)
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は、過去、今まであったんでしょうか。今回、

、 、設置された経緯というか 受け止め方というか

そのあたりを教えてもらうとありがたいと思い

ます。

過去、このような委員会○池田自然環境課長

は設置されてないと考えております。

今回、このような設置に至った経緯としまし

ては、まず、県が設置した残土処理場は国の基

準に基づいて造ったものであり、基本的には壊

、れないものであると考えておりましたけれども

今回の豪雨により壊れてしまったということで

ございます。下方の水田にも被害を及ぼしてお

りまして、所有者の方には、県の施設が影響を

及ぼしてしまったことについておわび申し上げ

たいと思います。

そういった経緯で、なぜ壊れたのかというこ

とをしっかり検証しまして、今後の類似の災害

にしっかり対応していく。それから、この災害

復旧に関しましても、検討委員会の意見をしっ

かり伺いまして、復旧を図っていきたいと考え

ているところでございます。

分かりました。残土処理場の設計○右松委員

も含めて、国の基準にしっかりとのっとったも

のであるということでありますので、今の話で

すと瑕疵はないと私自身は感じています。

一方で、今、災害が激甚化しています。何が

起こるか分からないといったような、想定外の

ことが起こり得ます。そういった意味では、こ

の残土処理場は下流の治水ダムのその上流部に

なりますし、令和３年度施工ということですか

ら、これはまだできたばかりですよね。これは

、 、平成30年代の復旧 治山工事の廃土を運搬して

盛土されていますが、そういった残土処理場の

設置場所、場所の選定といったところは、地元

の美郷町との連携というか、どういう仕組みに

なっているのか、そこを少し教えてください。

残土処理場に関しまして○池田自然環境課長

は、地権者から無償で提供していただくものに

なります。

場所の選定に当たりましては、町でまず現地

を十分見ていただきまして、候補地を挙げてい

ただきます。その候補地につきまして、県でも

現地を調査しまして、大丈夫だということで判

断して設置しているものでございます。

被災原因に関しましては、今後、○右松委員

地盤工学や森林水文学などの専門家で構成され

ている委員会でいろいろと調査されるかと思い

、 、ますけれども 地元の議員から話がありまして

今回、下流部の水田に残土が流れてしまってい

て、今のところは１ヘクタールということでご

ざいましたが、調査の結果を踏まえて、今後、

どういった対応をされるのか、現段階での見通

しを教えてもらえるとありがたいと思います。

、○池田自然環境課長 簡易の測量を行いまして

今のところ水田へ流入した土砂や流木等

は、3,000立米ぐらいだろうと推定しているとこ

ろでございます。この土砂につきましては、県

単独事業で対応していきたいと考えておりまし

て、来年の米の作付もございますので、検討委

員会の御意見のタイミングがございますけれど

も、できるだけ早期に発注して、できれば年度

内に除去していきたいと考えているところでご

ざいます。

県単独事業でやられるということ○右松委員

ですが、土砂等の除去だけでなく、補償まで含

めてしっかりと考えておられるということでよ

ろしいでしょうか。

補償につきましては しっ○池田自然環境課長 、

かり原因を究明した上で対応を検討したいと考

えているところでございます。

令和４年11月１日(火)
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分かりました。資料の６ページの○右松委員

写真を見ても、量的にもかなり崩落しています

ので、この調査検討委員会でしっかりと原因を

究明していただいて、こういったことが次に起

こらないようにということと 人的被害はなかっ、

たのでよかったと思いますが、今後の復旧につ

いて、こういった水田の被害、このあたりの補

償も含めてしっかりと対応していただくといい

かなと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。

しっかり対応してまいり○池田自然環境課長

たいと考えております。

林道被害についてです。16市町村○濵砂委員

で459か所の被害が出ているということですけれ

ども、その災害査定はいつ頃から始まるのか。

かなりの件数もあるし、ところによっては生活

に支障を来しているところがあるんですよ。私

の地元でも何か所かあるんですけれども、災害

査定がまだできていない。それから、設計をし

て工事に入るとなると、どのくらいの期間がか

かるものでしょうか。

今、災害査定に向けて、○上野森林経営課長

測量、設計書の作成等に鋭意取り組んでいると

ころであります。

質問のありました災害査定の実施につきまし

ては、まず、11月14日の週に第３次査定が行わ

れます。続きまして、11月28日の週に第４次。

この２つにつきましては、台風第14号災前の災

害査定も併せて行うことにしております。ま

た、12月５日から23日までの約３週間に３班体

制で台風第14号災の災害査定を行うこととして

おります。

なお、年明けの１月10日から20日までの約２

週間で、同じく３班体制で行うこととしており

まして、合計で約７週間、そのうち５週間は３

班体制で１週間当たり30件程度の災害査定を実

施する計画としております。

11月14日に最初の査定が入るとい○濵砂委員

うことですか。

台風第14号災以前の災害○上野森林経営課長

と、14号災の一部についての査定となります。

こちらは、災害の少なかった県南部を中心に実

施することとしております。

災害の箇所がそれぞれあると思う○濵砂委員

んですが、先ほど少し話をしましたように、生

活道路になっている林道での決壊なんです。林

道が決壊して、農産物も運び出せない、生活に

も支障を来しているというようなところなんで

すが、各地域の状況を見て査定の優先順位は決

められているんですか。

特に優先順位等はござい○上野森林経営課長

ません。とにかく災害の復旧事業の設計、積算

等が終わった順に災害査定を受けることになり

ます。

ただし、今お話がありましたような箇所につ

きましては、査定前であっても応急仮工事はで

きますので、応急仮工事で対応することは可能

だと考えております。

応急仮工事ができないところ、全○濵砂委員

く通れなくて山が崩れてくる可能性もある、工

事に入れないという状況もあるんですよ。そん

なところは各市町村から連絡が入っているんで

しょうけれども、できるだけ早急に方向性を見

出してやらないと、本当に流通ができないもの

ですから、地域経済が止まって非常に困ってい

て、現実問題として厳しい気がするものですか

ら、状況はそれぞれ違うと思いますけれども、

そういうところは優先的に着手することも必要

かと思います。そういうことができればよろし

くお願したいと思います。

令和４年11月１日(火)
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今お話がありましたよう○上野森林経営課長

に、早急に復旧が必要な箇所については、可能

な限り優先的に査定を受けていただいて、早急

に復旧工事ができますように調整等は行ってい

こうと考えております。

。 、○濵砂委員 よろしくお願いします それから

チャンピオンシップリコーカップの件です。こ

れは非常にいいことというか、うれしいことな

んですが、120立米の県産材を利用して、木製の

観戦スタンドを設置するということで、宣伝に

もなって非常にいいと思うんです。これは、こ

こに造り付けというわけではなくて、移動がで

きるんですか。

今年は、11○二見みやざきスギ活用推進室長

月24日から４日間使われる予定になっておりま

すけれども、委員のおっしゃるとおり、大会が

終わりましたら解体して、宮崎市内の倉庫に保

管して、来年度以降も繰り返し使っていくこと

を想定しております。

分かりました。もう一点、激甚災○濵砂委員

害指定になったということですが、激甚災害に

指定されると補助率はどう変わっていくんです

か。

林道につきましては、林○上野森林経営課長

道の種類、箇所ごとに補助率は異なってまいり

ますが、近年の事例で申しますと、奥地林道で

は通常の補助率65％に対しまして、最高で90％

台後半までかさ上げされます。

、○池田自然環境課長 山地災害に関しましては

災害関連緊急治山事業は、かさ上げはないんで

すけれども、通常、市町村道で連絡線系のもの

は採択要件から外れておりますが、今回、激甚

災害に指定されたことによりまして、迂回路が

。あるものについては採択されることになります

それから、県で設置しました治山施設、ダム

等の復旧につきましては、治山施設災害復旧事

業となりますが、こちらは通常ですと国の補助

率が66.7％ですけれども、激甚災害に指定され

た場合には、一般災害の１割から２割増しにな

りますので、その分県費の負担は軽くなるとい

うことでございます。

もう一点、これがもし激甚に指定○濵砂委員

されなかった場合は、今の補助率が66％とか65

％という話なんですが、あとの残りの部分につ

いては交付税で補塡されるということですか。

、○池田自然環境課長 事業により異なりまして

災害関連緊急治山事業につきましては、起債充

当率が90％、治山施設災害復旧事業につきまし

ては、起債充当率が100％でございます。

、 、○濵砂委員 だから 充当されなかった部分は

完全に市町村持ち出しになるんですか。あるい

は、県が補塡することになるんですか。

、○池田自然環境課長 交付税に算入されますと

起債の対象となりますので、当年度の県の持ち

出しはないということになろうかと思います。

だから、将来の負担は、数年かか○濵砂委員

るけど交付税で措置されるということじゃない

んですか。

すみません、委員のおっ○池田自然環境課長

しゃるとおりでございます。

分かりました。○濵砂委員

11ページのリコーカップのスタン○ 原委員

ド設置ですが これまでは大体金属のパイプだっ、

たかなと思います。リース会社がやっていたん

だろうと思いますが、このスタンドの設置はど

こがやるんですか。

宮崎市内の○二見みやざきスギ活用推進室長

会社ですけれども、これまでもリコーカップの

運営を一緒にやってきた会社がございまして、

そちらが所有する形で 今後 ほかの大会であっ、 、

令和４年11月１日(火)
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たり、スポーツイベント等での利用も含めて、

私たちも一緒に活用を図っていく方向で考えて

いるところです。

運営会社が耳川流域の製材品を○ 原委員

使って、そういう台を造って、その都度ここに

設置して、要らなくなったらまたどこかで保管

しておくということですね。そうなると、女子

プロの大会が１つと男子プロの大会が１つと、

あと２つ大きな大会がありますよね。これにつ

いての展開はないんですか。

そこはまだ○二見みやざきスギ活用推進室長

具体的な話としては、語られていないところで

して、昨日初お披露目ということだったもので

すから、この大会を終えてからといいますか、

、これから大会までの期間も含めてですけれども

そういったところへの働きかけをどうしていく

のか、大会の実施側との協議を重ねながらやっ

ていくことになろうかと思います。

宮崎市の運営会社ということです○ 原委員

けれども、このスタンドを造るのにどれぐらい

かかるものですか。

材料は120立○二見みやざきスギ活用推進室長

米ということですけれども、もろもろかかって

いる経費については、大会の実施本部側が非公

表ということですので、私の口からは申し上げ

られません。

これについての県からの補助など○ 原委員

の支援はあるんですか。

今回初めて○二見みやざきスギ活用推進室長

ゴルフ場の傾斜があるところに設置するのです

が、１番ホール側のものが躯体の大きさとして

は一番高く ９メートル弱になります そういっ、 。

たものを傾斜地に造るということで、基礎部分

をしっかりやらなきゃいけないということや、

繰り返し利用していくといったことがあります

ので、開発についての支援ということで助成を

考えております。どういった形になるか検討し

ているところですけれども、助成するというこ

とで考えています。

コロナ禍で全国的にゴルフの愛好○ 原委員

者がかなり増えているそうでして、確かに多い

ですね。60代や70代の方が増えているという話

も聞いていますけれども、当然テレビに出るわ

けだから、特に最終日の18番ホールは我々も観

ますが、せっかく造るわけですから、できたら

みやざきスギというのをどこかで、映ったとき

に全国に宣伝できるようにしてほしいと、希望

を述べておきたいと思います。

大会は24日○二見みやざきスギ活用推進室長

からですけれども、22日にお披露目式を予定さ

れているようです。今のところ知事も行く予定

で調整しているところですけれども、日本女子

プロゴルフ協会の小林会長もお見えになって、

。お披露目式の場で現物が公表されると思います

今、お手元の資料に正面から見たイメージ図が

ございますが、側面とか背面から見ると、木の

やぐらが組まれているような、四角いボックス

状のものを積み重ねたような感じになっている

んですが、非常にがっちりした感じで見栄えの

、 、するものになっていて 下には通路があるので

見上げたら構造がよく分かるようなものにも

なっています。

所有している会社も、何かしら印をつけたい

という話はしておりまして、何かしらの表記を

することなるのではないかと思っています。

金属パイプを木製にしたというこ○ 原委員

とをですね、もう一回言いますけれども、みや

ざきスギを宣伝する場にしてほしいということ

を述べておきたいと思います。

ありがとう○二見みやざきスギ活用推進室長

令和４年11月１日(火)
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ございます。これを契機に一生懸命ＰＲしてい

きたいと思います。

関連なんですが、これに参加して○山下委員

いるのが耳川広域森林組合だけですよね。せっ

かく県もお金を出して宮崎県産杉を使ってＰＲ

するというのであれば、その過程で、県内に８

つの森林組合があると思うんですが、まとめ役

の宮崎県森林組合連合会も含めて、その辺との

協議や合意があったのか。

それから、ゴルフの大会は、それぞれスポン

サーが大会運営の協賛をやっていくんですけれ

ども、協賛という形で耳川広域森林組合だけが

指定されて、経費負担されているのか、その辺

を教えてください。

まず、耳川○二見みやざきスギ活用推進室長

広域森林組合以外の森林組合や宮崎県森林組合

連合会との関係ですけれども、今回の協定に耳

川広域森林組合が加わることになった経緯です

が、プロゴルフ協会側といいますか、主催者側

のほうが、耳川流域は中心的な林業地帯である

ことやそこにある森林組合であること、それか

ら、今回は植栽も視野に考えていらっしゃるん

ですけれども、そういったことや製材加工場を

お持ちであるいうことも含めて、耳川流域の材

。料を使いたいということがもともとありました

、それがあってスタートしたということですので

協議の中ではほかの森林組合や宮崎県森林組合

連合会の話も出たんですけれども、耳川流域で

いきたいとの御意向が強く、その方向で進める

ことになっております。

また、耳川広域森林組合の費用持ち出しはな

いと思っております。基本的には、リコーのス

ポンサー料の中で造られていると考えておりま

す。

分かりました。○山下委員

それともう一点、10ページのゼロカーボンの

ロゴマークは、非常にいいアイデアだなと思っ

て見たところでした。このロゴマークの意味で

すが、オレンジは太陽、緑は森林、この青は海

というカラーの意味ですよね。私は、宮崎県と

言えば青は海と空というのが真っ先にイメージ

されるんですけれども、宮崎県は日照時間が一

番長いということを今までうたってきたので、

この青は海と空ということで、空まで加えるこ

とは考えられなかったのかなという思いでいま

す。カラーの意味をもう少し教えてください。

今御指摘がありましたよ○田代環境森林課長

うに、宮崎県の澄んだ青い空ということもあり

ますが、太陽が空にありますものですから、そ

ちらを優先して、あと山と海という形で、ブル

、 、ーは海としましたが 宮崎県の青い澄んだ空も

青色ですので、そういったイメージもありかな

と受け止めておりますので、そのようなアピー

ルも考えていきたいと思います。

海と空の二つとも入れたらよかっ○山下委員

たのにと思いますが、まあ、これはこれでいい

のではないかと思います。

ほかに質疑はございませんか。○武田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって環境森○武田委員長

林部の審査を終了いたします。

執行部の皆様、お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前11時31分休憩

午後０時57分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

それでは、本委員会に付託されました議案等

、 。について 農政水産部長の概要説明を求めます

。○久保農政水産部長 農政水産部でございます

令和４年11月１日(火)
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本日は、よろしくお願いいたします。

説明に入ります前に、まず、お礼を申し上げ

ます。

先月の６日から10日まで鹿児島県で開催され

ました第12回全国和牛能力共進会につきまして

は、お忙しい中、武田委員長をはじめ多くの委

員の皆様に会場までお越しいただき熱い応援を

送っていただきました。本当にありがとうござ

いました。

おかげで今回の全共では、史上初となる４大

会連続の内閣総理大臣賞を受賞することができ

ました。また、本県の代表牛は２部門で優等賞

首席を獲得したほか、出品した全ての部門にお

いて優等賞に入賞し、団体賞を見事を獲得する

ことができました 「日本一宮崎牛」の真価を改。

めて全国に示すことができたのではないかと考

えております。これも、出品者はもちろん、関

係者の皆さんが 「日本一の努力と準備」という、

合言葉で、チーム宮崎として結束してきた成果

だと考えております。

今後は 「おいしさ日本一の宮崎牛」の称号を、

生かしながら、さらに宮崎牛のブランドの確立

に努めるとともに、輸出拡大にも精いっぱい努

めてまいりますので、委員の皆様方の引き続き

、 。の御支援 御指導をよろしくお願いいたします

それでは、当委員会に御審議をお願いいたし

ております議案につきまして説明させていただ

きます。

お手元の環境農林水産常任委員会資料の２ペ

ージの目次を御覧ください。

まず、Ⅰの予算議案について御説明させてい

ただきます。

次に、Ⅱのその他報告事項といたしまして、

令和４年台風第14号による農水産業関係被害と

対応についてなど、３項目について御報告させ

ていただきます。

それでは、３ページを御覧ください。

議案第１号「令和４年度宮崎県一般会計補正

予算（第５号 」についてであります。）

補正額は （１）の令和４年度歳出予算課別集、

計表の下から４行目、合計の欄の令和４年度補

正額Ｂの欄に記載しておりますとおり、一般会

計で13億8,342万円の増額をお願いするものであ

ります。

この結果、農政水産部全体の補正後の予算額

は、表の一番下の補正後の額Ｃの欄に記載のと

おり、476億4,192万3,000円となります。

次に、４ページを御覧ください。

債務負担行為についてでありますが、一覧表

にありますとおり、令和４年度漁業経営継続緊

急支援融資制度損失補償について債務負担を設

定するものであります。

今回の補正は、原油価格・物価高騰により経

営に大きな影響を受けている農水産業者に対す

る支援に加え、台風第14号により甚大な被害を

受けた農水産業者の早期の経営再開を図るため

に支援を行うものであります。

補正の内容の詳細につきましては、後ほど担

当課長より説明させていただきます。

次に、議案についての説明を求○武田委員長

めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

常任委員会資料の５ペー○小林農政企画課長

ジを御覧ください。

初めに、11月補正予算案における原油価格・

物価高騰等総合緊急対策及び台風第14号災害緊

急対策の全体像について御説明いたします。

原油価格・物価高騰対策につきましては、６

月補正、９月補正において10の事業を措置し、

令和４年11月１日(火)
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普及員による技術指導や積極的な情報発信など

のソフト対策と併せて実施することで、生産現

場における影響の緩和に取り組んでいるところ

でございます。

11月補正では、鶏卵や酪農分野等の影響緩和

対策の追加に加え、豚ぷんを利用した肥料の生

産拡大や堆肥の利用拡大など、資源循環による

海外資源に依存した生産構造からの転換に取り

組んでまいります。

台風第14号災害対策につきましては、本県農

水産業の被害額が過去15年間で最も大きかった

ことに加え、長引くコロナ禍、物価高騰により

生産現場が疲弊している中での被災であったこ

とから、生産者のモチベーション低下や経営再

開の断念を懸念しているところでございます。

このため11月補正では、農業分野におきまし

ては作付再開や品目転換に必要な種苗の調達に

要する経費など、畜産におきましては家きんの

再導入に要する経費など、水産につきましては

、種苗の再導入や生けすの復旧に要する経費など

各分野におきまして被災によるかかり増し経費

を支援する事業を措置し、被災された生産者の

経営再建・再開に向けて取り残される方が出な

いよう取り組んでまいります。

続きまして、農政企画課の11月補正について

御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の63ページを御覧

ください。

当課の補正予算額は、一般会計のみで１億480

万円をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３番目

の欄のとおり、18億2,973万円となります。

内容について御説明いたします。

65ページを御覧ください。

（事項）原油価格・物価高騰等対策事業費の

説明欄１、新規事業、堆肥活用低コスト肥料供

給体制構築支援事業でございます。

、 。詳細は 常任委員会資料で御説明いたします

常任委員会資料の６ページを御覧ください。

本事業は、１の事業目的・背景のとおり、輸

入肥料価格のさらなる高騰に対応するため、県

産豚ぷん堆肥を原料とした低コスト肥料の安定

供給体制の構築を支援することで、農家の経営

コスト削減を図るものでございます。

７ページを御覧ください。

１の現状にありますとおり、国際情勢により

輸入肥料の一層の価格高騰が懸念される中、Ｊ

Ａ宮崎経済連では化学肥料の代替として豚ぷん

堆肥を活用した低コスト肥料を試作していると

ころでございます。

、この肥料は四角囲みの中にございますように

豚ぷん堆肥をペレット化して、化学肥料に３割

ほど混合させることで、価格を15％から25％低

減できるものであり、この増産や利用促進が課

題となっているところでございます。

、 、このため ２の事業内容にございますとおり

今後、この肥料を需要に見合った量まで増産す

るために必要な豚ぷん堆肥の製造施設やペレッ

ト製造機の整備、堆肥を含む肥料の適正な利用

。に必要な土壌分析装置の導入を支援いたします

６ページにお戻りいただき、２の事業の概要

を御覧ください。

予算額は１億480万円、事業期間は令和４年度

を予定してございます。

歳出予算説明資料○川上農業普及技術課長

の67ページを御覧ください。

当課の補正予算額は、一般会計のみで４

億1,189万1,000円をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３番目

、 。の欄のとおり 54億2,914万9,000円となります

令和４年11月１日(火)
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内容について御説明いたします。

69ページを御覧ください。

（事項）原油価格・物価高騰等対策事業費の

説明欄１、農業セーフティネット対策緊急強化

事業の8,621万7,000円です。本事業は、燃油価

格高騰の影響が大きい施設園芸、そしてお茶に

ついて、国によるセーフティネット制度へ加入

する際の農家積立金相当額の一部を支援するも

のでございます。

施設園芸の令和４事業年度の受付において、

新規加入者の増加や価格高騰下でも安定して発

動する上位の積立コースへの加入が促進された

、 。ことに伴い 増額をお願いするものであります

次に、その下の２、肥料価格高騰対策支援事

業の３億2,567万4,000円です。

本事業は、肥料価格の急騰に伴い、国が措置

した肥料価格高騰対策事業に県が上乗せ支援を

することで、さらなる農家経営の安定と農業生

産の維持を図るものであります。

これまで、令和４年６月から10月までの秋肥

を対象としていましたが、令和４年11月以降に

購入する春肥を新たに対象に加えるものであり

ます。

歳出予算説明資料の71ペ○海野農産園芸課長

ージを御覧ください。

当課の補正予算額は、一般会計のみで２億570万

円をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３番目

、 。の欄のとおり 38億3,257万9,000円となります

内容について御説明いたします。

73ページをお開きください。

（事項）強い産地づくり対策事業費の説明欄

１、新規事業、被災産地営農継続緊急支援事業

でございます。

詳細は、常任委員会資料で説明いたします。

常任委員会資料の８ページを御覧ください。

本事業は、１の事業の目的・背景にあります

とおり、台風第14号により甚大な被害を受けた

産地に対し、種苗等の導入など、栽培再開や作

物転換等に必要な生産資材の導入等の取組を支

援することにより、営農の速やかな回復と継続

を図るものでございます。

９ページを御覧ください。

このたびの台風により、農作物や農業ハウス

等に大きな被害が生じております。中段右の写

真のとおり、西都市等ではハウスが冠水し、ピ

、ーマン等において生育不良や枯死などの被害が

また、３枚目の写真は露地栽培のニンジンです

が、発芽間もない時期に雨でたたかれたことか

ら、株の流亡などの被害が発生しております。

２つ目の白丸にありますとおり、農業者はコ

ロナ禍や原油価格高騰等により農業経営が厳し

い中、今回の被災となっており、生産意欲の減

退などが懸念されます。

このため、取組内容にありますように、１の

営農継続支援として、栽培再開や被災をきっか

けとした作物転換に必要な種苗や肥料などの営

農を再開・継続するために必要なかかり増し経

費について、２分の１相当額を定額で支援しま

す。

具体的には （１）の施設園芸作物では、ピー、

、 、マン等の苗を植え替え 栽培を再開する取組と

ピーマンからキュウリなど、他作物へ転換する

取組に10アール当たり15万円、植え替えずに防

除等を行いながら再開する取組に８万円を支援

するとともに （２）の露地作物では、ニンジン、

や大根等でのまき直しや他作物へ転換する取組

に対し、10アール当たり２万円を支援します。

また、２の被災施設等復旧支援として、被災

により農産物の出荷や苗生産などの産地機能が

令和４年11月１日(火)
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低下している集出荷施設や育苗施設等の補修・

修繕を支援します。

８ページの２、事業の概要を御覧ください。

予算額は２億570万円、事業期間は令和４年度

を予定しております。

歳出予算説明資料の75ペ○鳥浦農村整備課長

ージを御覧ください。

当課の補正予算額は、一般会計のみで2,587

万1,000円をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３番目

、 。の欄のとおり 139億8,183万4,000円となります

内容につきまして御説明いたします。

77ページを御覧ください。

（事項）土地改良管理費の説明欄１、新規事

業、農業水利施設電気料金高騰対策緊急支援事

業でございます。

、 。詳細は 常任委員会資料で御説明いたします

常任委員会資料の10ページを御覧ください。

本事業は、１の事業の目的・背景に記載のと

おり、原油価格高騰に伴う農家負担の軽減を図

るため、土地改良区等に対し、農業水利施設の

。電気料相当分の一部を支援するものであります

11ページを御覧ください。

１の現状にありますとおり、県内には土地改

良区等が管理する揚水機等が400か所以上あり、

水田や畑地に配水するために多くの電力を使用

しております。

その電気料金については、構成要素として基

本料金、電力量料金などのほかに、原油等の価

格変動を反映する燃料費調整額があり、グラフ

のとおり、本年１月からプラスに転じ上昇を続

けており、土地改良区等の負担が増加しており

ます。

このことから、２の事業内容にありますとお

り、本年４月から来年１月に係る電気料金上昇

分相当額として、燃料費調整額の２分の１の支

援を実施するものであります。

具体的には、例にありますとおり、各月の電

力使用量に燃料費調整単価を乗じ、その２分の

１の額を補助するものであります。

10ページの２、事業の概要を御覧ください。

予算額は2,587万1,000円、事業期間は令和４

年度を予定しております。

歳出予算説明資料の79ペ○大村水産政策課長

ージを御覧ください。

当課の補正予算額は 一般会計で6,779万3,000、

円をお願いしております。

この結果、補正後の一般会計の予算額は、右

から３番目の欄にありますとおり27億2,554

万6,000円、特別会計を合わせた全体の予算額

は29億9,319万5,000円となります。

内容について御説明いたします。

81ページを御覧ください。

（事項）地域漁業経営改革対策費の説明欄の

１、新規事業、漁業経営継続緊急支援事業でご

ざいます。

詳細につきましては、常任委員会資料で御説

明いたします。

常任会資料の12ページを御覧ください。

本事業は、１の事業の目的・背景にあります

とおり、台風第14号で被災した漁業者に対し、

次期生産や資金融資の円滑化とともに、被災施

設の復旧を支援することにより、経営継続を図

るものでございます。

13ページの１、背景を御覧ください。

今般の台風第14号では、特に養殖業の被害が

大きく、主に県北では養殖魚の死亡被害が、県

南や内水面では養殖及び関連施設の被害が発生

しております。

右側の被災養殖業者の損害に示しております

令和４年11月１日(火)
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とおり、餌代などのこれまでにかかった経費に

、 、関しましては 共済制度の補塡がございますが

損失利益については対象でないため、今後の運

転資金が不足するとともに、共済の対象となっ

ていない施設の復旧はかかり増し経費となるこ

とから、被災した漁業者の経営継続が極めて困

難な状況でございます。

このため、２、事業内容にありますとおり、

本事業では、現制度では対応し切れないきめ細

やかな支援を行ってまいります。

まず、①のアの次期種苗導入の支援では、大

きな被害を受けたマサバ養殖をはじめ、飼育し

ていた養殖魚が損害を受け、新たな種苗を導入

する経営体に対し、その経費を補助します。

次に、①のイの経営継続資金の融通円滑化の

支援では、融資機関が行う被災事業者への融資

に際して、保証機関が債務保証を行うことによ

り、２億6,000万円規模の融資枠を確保するもの

ですが、これらの債務保証に関して令和４年度

から14年度までの債務負担により、代位弁済の

リスクを有する保証機関を支援します。

、 、また その下の②の養殖業施設復旧支援では

施設共済の対象とならない被災施設の復旧を支

援します。

12ページに戻っていただきまして、２の事業

の概要を御覧ください。

予算額は6,779万3,000円、債務負担額は815

万1,000円、事業期間は令和４年度を予定してお

ります。

歳出予算説明資料の83ペ○赤嶺漁業管理課長

ージを御覧ください。

当課の補正予算額は一般会計のみで２億8,032

万4,000円をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３番目

の欄にありますとおり、42億9,249万5,000円と

なります。

内容について説明いたします。

85ページを御覧ください。

（事項）公共海岸保全漁港事業費、説明欄１

の災害関連緊急大規模漂着流木等処理対策事業

の１億8,977万円でございます。

これは、国からの補助を受け、漁港海岸に漂

着した流木等の処理を行う事業であります。今

回の台風第14号では、延岡から串間に至る県下

全域の漁港海岸に大量の流木等が漂着したこと

から、既定予算だけでは処理費用が不足するた

め、増額をお願いするものでございます。

次の（事項）漁港災害復旧事業費、説明欄１

の県単災害復旧工事の9,055万4,000円でござい

ます。

これは、台風等により被災した漁港施設の復

旧を図るための経費でございます。さきに説明

いたしました漁港海岸と同様に、台風第14号に

より県下全域の漁港に流木等が漂着したことか

ら、こちらも既定予算だけでは処理費用が不足

、 。するため 増額をお願いするものでございます

歳出予算説明資料87ペー○林田畜産振興課長

ジを御覧ください。

当課の補正予算額は一般会計のみで２億8,704

万1,000円をお願いしております。

この結果、補正後の予算額は、右から３番目

、 。の欄のとおり 79億6,086万1,000円となります

内容について御説明いたします。

89ページを御覧ください。

（事項）畜産振興対策事業費の説明欄１、新

規事業、畜産経営再開緊急支援事業、次の（事

項）酪農振興対策費の説明欄１、新規事業、乳

用後継牛育成預託支援緊急対策事業につきまし

、 。ては 後ほど常任委員会資料で説明いたします

次に （事項）畜産物価格安定対策事業費の説、

令和４年11月１日(火)
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明欄１、畜産セーフティネット対策緊急強化事

業の3,700万円であります。配合飼料価格の高騰

が続く中、厳しい経営環境にある畜産農家の経

営安定を図るため、国の配合飼料価格安定制度

における生産者積立金相当額の一部を支援する

ものであります。

事業を実施するにあたりまして、事業主体の

、事業量を確認した際に増加となったことに伴い

増額をお願いするものであります。

次に、説明欄２、新規事業、鶏卵生産費高騰

緊急対策事業、次の（事項）飼料対策費の説明

欄１、新規事業、県産肥飼料実需農家利用促進

事業につきましては、常任委員会資料で説明い

たします。

なお、常任委員会説明資料での説明は、資料

に記載されている事業順に説明させていただき

ます。

常任委員会資料の14ページを御覧ください。

新規事業、乳用後継牛育成預託支援緊急対策

事業であります。

本事業は、１の事業の目的・背景にあります

とおり、物価高騰により県内酪農家の経費が増

加する中、乳用後継牛の育成預託を行う宮崎県

酪農公社に対し、経費増加の一部を支援するこ

とで、農家負担の軽減と生産基盤の維持を図る

ものです。

15ページを御覧ください。

１、現状でありますが、県内酪農への影響と

しまして、消費の減退による生乳需給の緩和や

物価高騰による経営費の増加が続く中、期中の

乳価交渉により11月から乳価の値上げがあるも

のの、要求額には届かず、厳しい経営状況が続

くものと考えております。

、酪農公社においても同様の影響を受けており

公社の機能を維持していくためには預託料の値

上げもやむを得ない状況にあります。

このような中、２、課題としまして、酪農家

、のコスト低減や生産基盤の強化を図るためには

育成預託システムによる乳用後継牛の確保が重

要であり、その核となる酪農公社の運営強化が

必要であります。

このため本事業では、２、事業内容にありま

すとおり、酪農公社における物価高騰による経

費増加分のうち、国が支援を行う配合飼料以外

の粗飼料や肥料等について、その一部を支援す

ることで、酪農家の負担増を軽減し、生産基盤

の維持を図ってまいります。

14ページに戻っていただきまして、２、事業

、 、の概要でありますが 予算額は1,102万5,000円

事業期間は令和４年度を予定しております。

次に、16ページを御覧ください。

新規事業、鶏卵生産費高騰緊急対策事業であ

ります。

本事業は、１の事業の目的・背景にあります

とおり、資材価格の高騰により増加した鶏卵生

産原価のかかり増し経費の一部を支援すること

で、鶏卵生産者の経営安定と生産基盤の維持を

図るものであります。

17ページを御覧ください。

１、現状と課題にありますとおり、採卵鶏経

営では、飼料や燃料など物価高騰の影響を受け

る費用の割合が８割以上と高くなっております

が、その一方で、鶏卵は需給動向によって相場

が変動し、生産費の増加が販売価格の上昇につ

ながりにくい品目でございます。

また、採卵鶏経営では、牛や豚などほかの畜

種と違い、国の経営安定対策が所得補償となっ

ていないところであります。さらに、卵のパッ

クや段ボール箱といったほかの畜種にはない特

有の梱包資材費用の値上がりが、さらに経営を
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圧迫しています。

このため本事業では、２、事業内容にありま

すとおり、鶏卵生産者自らが無駄餌の防止や環

境調節などコスト低減に取り組む場合に、増加

した生産費の一部を支援することで、鶏卵生産

者の経営安定と生産基盤の維持を図ってまいり

ます。

16ページにお戻りいただいて、２の事業の概

要でありますが、予算額は9,000万円、事業期間

は令和４年度を予定しております。

続きまして、18ページを御覧ください。

新規事業、県産肥飼料実需農家利用促進事業

であります。

本事業は、１の事業の目的・背景にあります

とおり、輸入肥飼料の国際価格の高騰や稲わら

の一時的な輸入停滞など、国際情勢が不安定な

中、堆肥や稲わらの実需農家に対し、県産の資

源の利用に必要な施設や機械の整備を支援する

ことで、県産肥飼料の利用拡大を図るものであ

ります。

19ページを御覧ください。

１、現状にありますとおり、県産肥飼料は、

供給される品質や時期が生産農家に左右され、

実際に利用する実需農家の利用に至らないこと

が多く、利用が停滞している状況にあります。

そこで、２、課題にありますとおり、実需農

家が自らの需要に合わせて県産肥飼料を利用す

るための施設や機械等の体制整備を支援する必

要がございます。

このため本事業では、３、事業内容にありま

すとおり、県産肥飼料を利用するための施設等

の整備として、耕種農家に対しては、堆肥製造

、に係る調製施設の整備や堆肥散布機械の導入を

畜産農家に対しては、畜産農家自らが生産、収

集、調製するための機械や保管庫の導入を支援

することとしております。

18ページの２、事業の概要を御覧ください。

予算額は5,343万円、事業期間は令和４年度を

予定しております。

続きまして、20ページを御覧ください。

新規事業、畜産経営再開緊急支援事業であり

ます。

本事業は、１の事業の目的・背景にあります

とおり、台風第14号により被災した畜産農家に

対し、経営の復旧に必要なかかり増し経費を支

援することで、速やかな経営再開を図るもので

あります。

21ページを御覧ください。

畜産における被害状況でありますが、宿舎の

倒壊や停電等による家畜等の死亡や自給飼料の

倒伏など多くの被害が発生いたしました。

また、畜産農家は、現在、飼料や資材等の高

騰により大変厳しい経営環境にある中、復旧に

係るさらなる費用負担が発生することで、経営

規模の縮小や経営再開の断念といった影響が懸

念されるところであります。

そのため本事業では、支援策にありますとお

り、死亡した家畜の焼却処分や家禽の再導入に

要する経費、さらには自給飼料の代替えとなる

粗飼料等の購入に係る経費を支援することで、

畜産農家の負担を軽減し 円滑な経営再開を図っ、

てまいります。

20ページの２、事業の概要でありますが、予

算額は9,558万6,000円、事業期間は令和４年度

を予定しております。

執行部の説明が終了いたしまし○武田委員長

た。

議案についての質疑はありませんか。

６ページの新規事業から入らせて○山下委員

いただきたいと思いますが、肥料価格の大変な
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高騰が続いておりまして、来年度もまだ情勢が

厳しくなるというようなことで、農家ももう本

当に農業の将来、継続に対して不安を持ってお

られる状況です。

そういうわけで、いろんな対策を講じる新規

事業が大分出てきましたけれども 豚ぷん堆─

肥を混合して、肥料のコストを下げていくとい

うことなんですが、養豚農家は完結型で、いわ

ゆる完熟堆肥を作って、それぞれ必要とする農

家等に処分しているだろうと思うんです。豚ぷ

んをペレットにして、化学肥料の中に混ぜると

いうことですが、どこにどういう施設を造って

やるのか、私が最も心配するのは、堆肥を用い

ることに対する防疫体制がしっかりとできてい

るのか、その辺の一体的な考え方を少しお聞か

せください。

常任委員会資料の７ペー○小林農政企画課長

ジの２、事業内容に記載しておりますが 「良質、

堆肥の安定生産のための堆肥化施設、ロータリ

ー攪拌機の導入支援」につきましては、ＪＡ宮

崎経済連に支援を想定しているところでござい

ます。これにつきましては、ＪＡ宮崎経済連が

やっていらっしゃる農場に設置することを想定

してございまして、何かさらに新たな施設を造

るということではございませんので、委員が御

指摘の御地元の関係というのもある程度大丈夫

なのかなとは考えているところでございます。

事業主体がＪＡ宮崎経済連ですよ○山下委員

ね。私が少し心配したのは、養豚農家が500戸近

くあると思うんですが、いわゆる堆肥の適正利

用というのが、平成13年でしたか、法案ができ

て、農家はそれぞれが自己完結型で対応してい

るんです。酪農家もそうですけれども、攪拌機

を入れたり、完熟堆肥を作るようにしているん

です。末端農家には全く経済効果がない、ＪＡ

。宮崎経済連だけへの対応ということなんですね

この１億円は、ＪＡ宮崎経済連にそのままいく

事業なんですよね。

本事業につきましては、○小林農政企画課長

大きく分けて２つございまして、１つが豚ぷん

堆肥を活用した肥料の供給です。これにつきま

しては、まず、７ページの２、事業内容の上の

丸のところに２つ矢印がございますけれども、

１つ目の矢印は繰り返しになりますが、ＪＡ宮

崎経済連の農場における堆肥化施設等の整備の

支援、２つ目の矢印は、そこで製造されたもの

を 肥料規格に合わせたペレットマシーンの─

導入を支援することとしておりまして、県内の

肥料製造事業者への支援と考えてございます。

、本事業の２つ目の大きな取組といたしまして

豚ぷんを活用した堆肥の混合肥料の利用に当た

り、適正施肥が必要となってくるので、土壌診

断というものをして これもＪＡ宮崎経済連─

への支援ということになりますけれども 経─

済連で新しく高機能な土壌分析機器を導入され

ることを支援するということになってございま

す。

事業の効果といたしましては、委員御指摘の

とおり、資料に書いてございますＪＡ宮崎経済

連、それから肥料製造事業者への支援というこ

とになりますけれども、本事業の最終的な目的

といたしましては 化学肥料を使っていらっしゃ、

る耕種農家の肥料代が上がることを抑制するこ

とを狙っております。そういった意味からしま

すと、最終的な支援対象は、この２つというと

ころで事業を構築してございます。

これは、経済連事業ということに○山下委員

なりますね。豚ぷん堆肥の余っている農家も多

いもんですから、それらはもう全然対象にはな

らないということですね。
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、○小林農政企画課長 豚ぷんの持ち込み自体は

支援の対象とはなってございません。あくまで

も、ＪＡ宮崎経済連を中核とした豚ぷんの堆肥

を作るところを支援する事業ということで組み

立てているところでございます。

分かりました。○山下委員

次です。10ページですが、土地改良区の水利

費関係もかなり上がってきていて、農家負担の

増加を心配した予算だと思うんですが、県内に

は対象の土地改良区がどれくらいありますか。

現在128の土地改良区がご○鳥浦農村整備課長

ざいますが、今回聞き取り調査をした結果、こ

ういった揚水機を管理運営しているところが

約55か所確認されております。

２分の１を補助するということで○山下委員

すが、この燃料費調整単価というのは、どのよ

うな算式を基礎にされているのでしょうか。

例えば、去年から電気料も大分値上がりして

きていて、今、マスコミ等でも、一般家庭もか

なり負担が増えてきたことや、いろんな事業所

の光熱費が上がることが話題になっているんで

、 、すが この場合にはキロワットアワーが幾らで

調整金の対象がどれくらいあって、それに対し

て２分の１の補助ということでしょう。

ここに表記しております○鳥浦農村整備課長

燃料費調整額につきましては、まず、標準単価

が電力会社で決められておりまして、それに対

して燃料の調達状況に応じてプラスされたりマ

イナスされるものでございまして、これについ

ては、各月の請求書等に記載されております。

この調整単価を基に使用量等を加味して上昇分

というふうに捉えております。

今の説明で、土地改良区で揚水機○山下委員

で水を汲み上げて配分しているのは55か所と言

われましたよね。都城市も土地改良区だと思う

んです。私たちのところもそうですけれども、

土地改良区はどこも赤字が多いと思うんです。

、その中での経営環境の厳しさがあるんですが

もう少し抜本的な対策を講じていかないと、本

当に2,500万円ほどの予算で対応は大丈夫なのか

なという思いなんですが、電力料の補塡以外に

何か土地改良区の運営課題について検討してい

ることがありますか。

、○鳥浦農村整備課長 電力料等につきましては

各土地改良区の使用実態であるとか、省エネの

利用であるとか、場合によっては低コストのポ

ンプ・揚水機の導入であるとか 今後、その─

修繕なり更新のタイミング等で、低コストの省

エネ揚水機等の導入等についての事業は、国の

ほうでも用意されております。また、先ほどの

効率的な水利用等につきましても、土地改良指

導の一環としてしっかり指導してまいりたいと

考えております。

分かりました。○山下委員

次に、14ページに移ります。

、乳用後継牛育成預託支援緊急対策事業ですが

酪農家も高齢化でどんどん少なくなる中で、経

営状況も非常に厳しいと思うんです。宮崎県で

も年間10万トン以上の生産量があったんですけ

れども、今は生産量もどんどん下がってきて、

大規模農家にかろうじて支えていただいている

んです。

ほとんどの酪農家が預託しながら経営を継続

されているんだろうと思うんですが、今、預託

牛の頭数はどれくらいなのか。それと、１日当

たりの経費はどれほどかかるのか、私はもう酪

農から大分離れましたので、相場がどれぐらい

なのか分かっていたら教えてください。

現在、県内で酪農公社の○林田畜産振興課長

預託を利用している農家が、戸数でいうと100戸
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ほどになります。

頭数でいくと、常時700頭ほど預託を受けてお

りまして、これは県内の頭数でいきますと、７

割から８割ぐらいを占めていることになります

ので、酪農公社に預託されている農家はかなり

多いです。

経費につきましては、今、１日当たり750円で

預託を受けているところでございます。

750円っていえば、20か月ぐらい預○山下委員

けるのかな。何か月ぐらいで下牧されますか。

少々お待ちください。○林田畜産振興課長

下牧時の必要経費がどれぐらいか○山下委員

かるか教えてください。

必要経費としましては、○林田畜産振興課長

令和３年度の決算になりますけれども、申し訳

ございません、預託に係る経費のみということ

で……

生後１か月ぐらいで預けるでしょ○山下委員

う。我々の頃はそれから20か月ぐらい預けてい

たんです。そのときに経費が30何万円かかった

と思うんですが、あの当時は400何円だったと思

うんです。今750円っていうことは酪農家の負担

が大分上がってきているんで、預けた期間から

下牧するまでの経費を幾ら酪農家が負担してい

るかということ。

約４か月齢で導入といい○林田畜産振興課長

ますか、酪農公社に持ってきて、25か月齢ほど

まで預託を行うということでございますので 21、

か月ほど飼養管理を行います。

それで計算しますと、１頭当たり 58万円ほど※

の負担といいますか、経費が25か月齢まででか

かるということです。

分かりました。○山下委員

大体生まれて４か月。僕らは１か月ぐらいで

預けていたんですけれども、今は４か月齢とい

うことで、妊娠鑑定して、５か月ぐらいで下牧

、 、するだろうと思うんですが 21か月預託をして

経費が58万円ですよね。大分上がってきたなと

いう思いで、数字を久しぶりに見ました。

、農家がどういうことになっているかというと

例えば、北海道から導入すると、70～80万円す

ると思うんですけれども、やっぱり酪農家も酪

農公社の運用をしっかりとやっていかないとい

けないということで、私も15頭ぐらい育成で預

けていました。結局、その利用度を高めていく

ために、市町村が補助してくれたりしていたん

ですが、いずれにしても58万円の預託料という

。のは非常に高くなってきているなと思いました

今回、予算1,100万円を酪農公社に補塡するこ

とによって、当面酪農家への値上げというのは

お願いしなくても済むんですか。

今年度の３月までは値上○林田畜産振興課長

げを行わないための事業でございます。

分かりました。○山下委員

、 、 。それと 少し気になったのが 16ページです

、 、養鶏農家 ブロイラーはいいんですけれども

採卵農家が一番ダメージを受けているというこ

とで、私もいろいろ相談を受けて、議会にも上

げさせていただいたんですが、飼料高騰の中で

卵価がなかなか上がらないということで、大変

な状況を聞いています。

、この鶏卵生産費高騰緊急対策事業で 今回─

都城市でも採卵農家が大変な災害を受けて、昨

日私は電話でも話をして、元気であれば何とか

頑張れるよと、アントニオ猪木の言葉じゃない

けれども、何とか励ましながら、本人たちも頑

張ると話をしたんですが。もうこういう時代の

中で 負けたくないという本人の強い思いもあっ、

て あとはやっぱり経済的な支援をどれほど─

※次ページに訂正発言あり
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やってくれるかということで、今回の新規事業

を見させていただいたんですが 17ページに 飼、 「

料米やエコフィードの給与」と書いてあるんで

すが、この可能性って何か考えられますか。

今年度につきましては、○林田畜産振興課長

、 、もう飼料用米は 当初からの契約に基づく作付

それから給与計画ということになりますので、

今から耕種農家と耕畜連携で飼料用米に取り組

、むというのは正直難しいかと思いますけれども

ＪＡ宮崎経済連とか配合飼料メーカーで、飼料

用米を添加してコストを下げている飼料等もご

ざいますので、そちらを利用するという可能性

はあろうかと考えております。

鶏でエコフィードというのは初め○山下委員

て聞くものだから。

エコフィードにつきまし○林田畜産振興課長

ては、現状、宮崎県で鶏にそういうのはあまり

事例を聞きませんので、こちらの取組について

は少し難しいかなと考えておりますが、ただ、

岡山県だったと思うんですけれども、飼料コス

トが上がった時点で、エコフィードでコスト削

減を図ろうという取組は、情報として入れたり

もしておりましたので、そういったところを研

究しながら、また情報として流していければと

は思っております。

具体的に、エコフィードで何かや○山下委員

られるということはまだ検討してないという理

解でいいんですね。何かあるんだったら、情報

として私も出したかったもんですから、少し聞

きたかったんです。

申し訳ありません。現時○林田畜産振興課長

点では、情報を持ち合わせてはおりません。

分かりました。○山下委員

すみません、先ほどの酪○林田畜産振興課長

農公社の経費の関係で修正をさせてください。

先ほど58万円と言いましたのは、25か月飼養

したときの金額でございまして ４か月齢で入っ、

て21か月の飼養管理であると48万円ということ

になります。申し訳ございません。

今回の台風第14号の被害が大き○右松委員

かったと思うので、水産のほうも少しだけ。

いろいろな御対応、心から敬意を表する次第

でございます。

歳出予算説明資料85ページ、今回、流木等処

理対策事業ということで、既定予算では当然足

りないということで１億8,977万円の増額補正を

組まれています。

門川漁港は今までで一番ひどい流木があった

と言われておりまして、漂着ごみだけじゃなく

て沖合のほうも 海上に残った流木が船に当たっ、

たりとか、スクリューに傷がついたりとか、そ

。ういった心配もされているようでございました

延岡港が特にひどいようで、五ヶ瀬川や北川

辺りの流木が今までで一番多く流れてきたと聞

いています。

国が２分の１、県が２分の１、県単で対応さ

れるということですが、いろいろと漁業協同組

、合を中心に重機で動かして陸上に揚げたりとか

いろいろ作業されたと思うんですが、この１

億8,977万円の内訳を教えてもらうとありがたい

なと思います。

１億8,977万円の増額分に○赤嶺漁業管理課長

関しましては、漁港海岸に漂着しました流木等

の処理に係る費用ということで、被害が出てお

ります海岸が、11漁港海岸ございまして、延岡

から串間まで全県的になっており、漂着量はお

よそ4,000立米ほどになっております。

、 、それで 漁港に漂着した流木に関しましては

もう一つのほうの漁港災害復旧事業費9,055

万4,000円でお願いしているところですけれど
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も、こちらに関しましては、被害があった漁港

は同じく11港になるんですが、そのうち門川漁

港も入っている７漁港の処理を行うための費用

として、今回上げさせていただいております。

委員がおっしゃっておりました門川漁港につ

きましては、現在、漁港内に打ち上げられた流

木、あるいは港内に浮かんでいた分に関しまし

ては、今、漁業協同組合が引き上げたものの撤

去だけを行っておりまして、今後、これを塩抜

きして、要は処理ができる状態にしまして、廃

棄物として処理するという状況にございます。

。○右松委員 処理費用ということで承りました

今回の台風第14号で水産業は結構な被害が出

ていると思うんです。どこまで取りまとめてお

られるか分かりませんが、現段階で、例えば漁

船の転覆であるとか、あるいは停電の影響でポ

ンプが止まって、内水面になりますけれども、

、ヤマメとかも影響が出ているんでございますが

こういった水産業全体でどういった影響になっ

ているのかということと、それから、それに対

してどういった対応を検討されているのか、そ

のあたりを少しまとめで教えてください。

水産関係の台風第14号に○大村水産政策課長

係る被害状況なんですけれども、まだ数字が動

く可能性はございますが、10月26日時点におい

ては、全体で約10億円となっております。

その中の被害の内容ですけれども、やっぱり

最も大きかったのは養殖関係の被害ということ

になります。養殖も地域によって少し事情が異

なりまして、県北では養殖魚の死亡被害といっ

たものが多く、県南あるいは内水面の養殖につ

きましては、施設被害といったものが多かった

と考えております。

この間は県外調査に行ってきて、○右松委員

陸上養殖を見てきましたが、養殖関係の被害に

対する対応というのは、順調にいくと考えてよ

ろしいでしょうか。

10億円のうち養殖被害が○大村水産政策課長

約半分を占めておりまして、やはりこちらのほ

うを支援すべきということで、今般、漁業経営

継続緊急支援事業としまして、主に養殖業の被

災対策を行うところでございます。

この中では、先ほどの説明の繰り返しになり

ますけれども、被災された方の次期生産に係る

種苗導入経費の支援ですとか、運転資金の借入

れに伴う債務保証に係る支援、それから施設被

害、これは施設共済の部分は除くんですけれど

も、それ以外の施設に関しての復旧に係る経費

を支援してまいりたいと考えております。

次は、施設園芸について聞かせて○濵砂委員

ください。

常任委員会資料９ページ、今回の台風第14号

で被災された面積が5,193ヘクタールなんです

ね。そのうちの施設園芸作物と露地作物の割合

について教えてください。

5,193ヘクタールのうち、○海野農産園芸課長

施設園芸及び露地園芸の野菜で585ヘクタールの

。 、被害が出てございます 申し訳ございませんが

その内訳については今手元にございません。

施設園芸についてなんですが、栽○濵砂委員

培再開（植替）は、10アール当たり15万円、栽

培再開（植替なし）の場合は、10アール当たり

８万円ということですが、植え替えなしと植え

替えをして新たに生産する、この割合はどれく

らいか分かりませんか。

植え替えする面積のほう○海野農産園芸課長

がかなり少ないと伺っております。被害の大き

かった西都市から、植え替えをする面積は７ヘ

クタールと伺っております。

一方で、浸水・冠水して、本来であればこの
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ままいくと大きな減収になる 苗が弱ってしまっ、

て植え替えをすべきなんだけれども、苗もしく

は種の調達ができずに、やむを得ずそのまま栽

。培を継続するという方が相当数いらっしゃると

その方々のために、減収度合いが少しでも軽く

なるように、適切な肥料、農薬でこういった被

災後の管理を行っていただくために、この８万

円というメニューを用意しまして、それらの方

々に御活用いただこうと考えてございます。

植え替えなしの面積も分かってい○濵砂委員

ないんですね。これは、詳しくはまだ調べてい

ないんですか。

何分急を要する事業でご○海野農産園芸課長

ざいましたので、大まかな予測でもって事業を

組ませていただきました。今後、農家の方々に

周知し、要望をお受けする中で取りまとめてま

いりたいと考えております。

もうこの両方をしない、今回は耕○濵砂委員

作しないという方も把握されていないですか。

申し訳ございません、作○海野農産園芸課長

付断念の方の面積は把握してございませんが、

全ての方が栽培継続ないし再開をなさるわけで

はないと伺っております。

まだ実際に動きがしっかり見えて○濵砂委員

いないというところですね。

それから、これ以外の露地作物は何ヘクター

ル さっきの585ヘクタールというのは総合の─

面積でしたかね。

585ヘクタールといいます○海野農産園芸課長

のは、施設園芸と露地園芸を合わせた面積でご

ざいます。

今回の事業は、施設園芸、露地園芸、 それぞ※

れ約300ヘクタールとの想定で積算し、予算を計

上しているところでございます。

もう一点。栽培再開で、植え替え○濵砂委員

、と植え替えなしのおおよその組み立てとしては

どのくらい見込まれているんですか。

施設園芸が、植え替えの○海野農産園芸課長

方を40ヘクタール、植え替えなしで栽培を継続

される方を30ヘクタール、また、他品目に作付

を転換される方を30ヘクタールと見積もってお

ります。

露地園芸につきましては、再播種、再植え替

えの方を約200ヘクタール、それから他品目に植

え替える方を約80ヘクタールと見積もってござ

います。

ほかにございませんか。○武田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

次に、その他報告事項の説明を○武田委員長

求めます。

なお、委員の質疑は、執行部の説明が全て終

了した後にお願いいたします。

常任委員会資料22ページ○小林農政企画課長

を御覧ください。

令和４年度台風第14号による被害状況と対応

についてでございます。

まず、１の被害状況でございます。

台風第14号は、県内各地で最大瞬間風速30メ

ートルを超える暴風や、総降水量800ミリメート

ルを超える大雨を記録したほか、台風の影響と

思われる突風も各地で発生したところでござい

ます。

農水産業の被害は、現在も調査中というとこ

ろではございますけれども、写真にもございま

すように、園芸ハウス等の損壊、農作物の冠水

・倒伏、養殖魚の死亡などが幅広く発生してい

ところでございます。

次に、２の被害額でございます。

23ページを御覧ください。

※29ページに訂正発言あり
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被害の全容把握にはまだ時間を要する状況で

ございますことから、10月26日時点の暫定値で

、 、ございますけれども ①の農作物等の被害では

生産物への被害のほか、農業用ハウス、畜産用

施設 農業・畜産用機械の被害が多く 合計で45、 、

億円余の被害額となっております。

②の農地・農業用施設等の被害では、農地の

のり面崩壊や水路の埋没等が合計2,672か所で発

生しており、105億円余の被害額となっていると

ころでございます。

③の水産関係の被害では、養殖魚の死亡や流

、 、木等の漂着物 養殖施設や漁具倉庫の破損など

合計で10億円余の被害額となっており、農水産

業全体の被害総額は161億円余と甚大なものと

なっているところでございます。

22ページを再度御覧ください。

３の主な対応状況でございます。

（１）の農水産業者への対応といたしまして

、 、は 関係機関との情報共有を強化するとともに

特にフォローアップが必要な対象者を抽出いた

しまして、経営再開に向けた支援を実施してい

るところでございます。

（２）の農地等の復旧・漂着物への対応とい

たしましては、国や県の事業により復旧工事が

。行われる予定となっているところでございます

（３）の国への要望につきましては、９月30

日に農林水産大臣に対し、農業施設等の復旧、

共済金等の早期支払い、営農を再開するための

取組への支援等の要望を行ったところでござい

ます。

なお、10月28日に台風第14号の激甚災害への

指定及び適用措置を指定する政令が閣議決定さ

れ、災害復旧事業における国庫補助率のかさ上

げなどが予定されているところでございます。

常任委員会資料の24ペー○大村水産政策課長

ジを御覧ください。

漁業調査船みやざき丸の新船の竣工について

御報告いたします。

１、みやざき丸についてですが、みやざき丸

は本県のカツオ・マグロ漁業の振興を図るため

の調査・研究を行う水産試験場の漁業調査船で

ございまして、初代みやざき丸は昭和25年に竣

工しております。

今回で６代目となるみやざき丸は、漁場探索

能力の向上や資源量調査の充実を目的に、令和

３年６月に建造に着手し、今月下旬の竣工を予

定しているところでございます。

次に、２、新船の概要ですが、建造費は約19

億4,000万円、総トン数は現行みやざき丸と同じ

く199トンでございます。

また、資料の一番下の新船の仕様に記載して

ありますとおり、全長は約44メートル、航海速

力は時速約24キロ、最大で連続12日間の航海が

可能となっております。

２、新船の概要の（３）に戻っていただきま

して、特徴としましては、カツオ・マグロを対

象とした研究を強化するため、歴代のみやざき

丸で初めてとなる船内研究室を備えており、環

境ＤＮＡ技術を活用した新たな漁場探索支援技

術の開発や、資源の利用管理の高度化を図るた

め、これまでの沖合域でのカツオ・マグロを主

体とした調査に加えて、日向灘などの沿岸域で

の資源調査も実施することとしております。

なお （４）定係港ですが、新船を係留する港、

は、カツオ・マグロ漁業に係る調査・研究の効

率化を図るため、現在の宮崎港から当該漁業の

、県内最大の基地でございます日南市を拠点とし

油津港に変更する予定でございます。

次に、３の竣工式の予定についてですが、12

月６日に宮崎県水産会館及び宮崎港の岸壁にお
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いて竣工式典と新船の披露を予定しているとこ

ろでございます。

環境農林水産常任委員の皆様方にも御案内さ

せていただきますので、ぜひ新船を御覧いただ

ければと考えております。

常任委員会資料25ページ○林田畜産振興課長

を御覧ください。

10月６日から10日にかけて鹿児島県霧島市及

び南九州市で開催されました第12回全国和牛能

力共進会の結果について御報告させていただき

ます。

今大会の特徴としまして 「和牛新時代 地域、

かがやく和牛力」を開催テーマに、和牛肉の新

しい価値観として 「おいしさ」に着目し、肉牛、

の部の第７区では、これまでの肉量・肉質の評

価に加えまして、牛肉のおいしさに関連すると

される「脂肪の質」を評価するための基準が新

設されました。

具体的には牛肉の口どけのよさや食味性の向

上に関係するオレイン酸などの一価不飽和脂肪

。酸の含有量が審査基準に加えられたところです

本県代表牛の成績でありますが、各区におい

て全頭が優等賞、上位の成績を収め、種牛の部

では第３区「若雌の２」で高千穂町の林秋廣さ

んが優等賞首席を、肉牛の部では第７区「脂肪

」 。の質評価群 で優等賞首席を獲得いたしました

このうち、肉牛の部の第７区では、最高位賞

であります内閣総理大臣賞を獲得し、これによ

り本県は史上初となる４大会連続内閣総理大臣

賞受賞という快挙を成し遂げたところでござい

ます。

また、この第７区は、先ほど御説明しました

とおり、牛肉のおいしさに着目した出品区であ

りますことから、このたびの受賞により、宮崎

牛はおいしさ日本一との評価を得たと考えてい

るところでございます。

５の出品団体表彰受賞県でありますが、これ

は、特別区を除く５つ以上の区に出品し、出品

した全ての区で上位の優等賞を獲得した県のみ

、 、 、に贈られるもので 今回 ４県が受賞しており

本県も受賞を果たしております。

今回の成績により、改めて本県肉用牛の質の

高さが証明されたところであり、今後は、この

、結果を関係団体と連携しながら国内外へ発信し

さらなる宮崎牛のブランド力強化へつなげてま

いりたいと考えております。

申し訳ございません。１○海野農産園芸課長

点訂正させていただきます。

常任委員会資料の８ページの事業に関しまし

て、先ほど濵砂委員の御質問に、事業積算上の

被害面積を、施設園芸作物、露地作物のいずれ

も300ヘクタールとお答えいたしましたが、正し

くは、施設園芸作物は100ヘクタール、露地園芸

作物が300ヘクタールの誤りでございました。お

わびして訂正させていただきます。

執行部の説明終わりました。○武田委員長

質疑はありませんか。

その他の報告事項の前にそれぞれ○満行委員

の支援策を聞いたんですけれども、農作物等の

被害の中で、農業ハウスとか、倉庫とか、畜産

、 、用施設とか 畜舎とかが被害を受けていますが

これらハード的なものに対する助成はどういう

状況なんでしょう。

複数の課にまたがります○小林農政企画課長

ので、私から部の全体的な考え方について御説

明いたします。

今回は、委員の御指摘のとおり、県内各地に

おきまして、農業用ハウスや畜舎、水産の関連

施設といったものが被災されている状況です。

一方で、こういった施設につきましては、共
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済制度というものがそれぞれ準備をされてござ

いまして、県内はある程度の加入率がございま

したので、まずはそういったハード的な部分に

、 、つきましては そういった共済を活用いただき

それで対応していくと。

今回は、そういったものの対象とならない施

設、あるいはソフト的な部分と申しますか、次

期作支援、かかり増し経費がやはりそれぞれの

農畜水、相当大変な状況でありますので、県と

、 、しては そこの部分を中心に予算措置を講じて

それぞれの経営継続を図ってまいりたいと考え

ておりまして、先ほど御説明したような事業メ

ニューを組んでいるところでございます。

みやざき丸の新船竣工について、○満行委員

初めて船内研究室を備えるということなんです

、 、 、が これは 県の技術職が乗って現場に行って

という活用なんでしょうか。

、○大村水産政策課長 今までのみやざき丸では

、サンプル等を採取した後に試験場に持ち帰って

分析等々をやっていたんですけれども、今般の

新船につきましては、そういったことが船内で

できるような仕様にしたところでございます。

。研究員が乗船して行くことも想定しております

もう一つ、日南市のどこを拠点と○満行委員

考えていらっしゃるんでしょうか。

。○大村水産政策課長 油津港を考えております

ほかにございませんか。○武田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって農政水○武田委員長

産部の審査を終了いたします。執行部の皆様お

疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午後２時18分休憩

午後３時11分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

まず、議案の採決を行いますが、採決の前に

賛否も含め御意見をお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後３時11分休憩

午後３時11分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

それでは、採決いたします。

議案第１号つきましては、原案のとおり可決

することに御異議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

。 、○武田委員長 御異議なしと認めます よって

議案第１号につきましては、原案のとおり可決

すべきものと決定いたしました。

、 。次に 委員長報告骨子案についてであります

委員長報告の項目及び内容について、御要望

等はありませんか。

暫時休憩いたします。

午後３時11分休憩

午後３時12分再開

委員会を再開いたします。○武田委員長

それでは、委員長報告につきましては、正副

委員長に御一任いただくことで御異議ありませ

んか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○武田委員長

す。

最後に、その他で何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもって本日の○武田委員長

委員会を閉会いたします。

午後３時13分閉会
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